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規 則 

 

 江東区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和４年７月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６４号 

   江東区身体障害者福祉法施行細則の一部を

改正する規則 

 江東区身体障害者福祉法施行細則（平成１５年

４月江東区規則第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 第３２条第１項中「又は所得税」を削る。 

 別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第３２条関係） 
税額等による階層区分 負担基準月額 

Ａ 被保護者等 ０円 

Ｂ Ａ階層に該当する者を除き、当該年度分（４月から６月までの月分の費

用の徴収については、前年度分とする。）の市町村民税が非課税の者 

０円 

Ｃ Ａ階層を除き、当該年度分（４月から６月までの月分の費用の徴収につ

いては、前年度分とする。）の市町村民税の課税世帯であって、その市

町村民税の額が均等割の額のみの世帯（所得割の額のない世帯） 

２，２００円 

Ｄ１ Ａ階層を除き、

当該年度分（４

月から６月まで

の月分の費用の

徴 収 に つ い て

は、前年度分と

する。）の市町

村民税の課税世

帯であって、そ

の市町村民税所

得割の額の区分

が次の区分に該

当する世帯 

１円以上１２，０００円以下 ３，３００円 

Ｄ２ １２，００１円以上３０，０００円以下 ４，５００円 

Ｄ３ ３０，００１円以上６０，０００円以下 ６，７００円 

Ｄ４ ６０，００１円以上９６，０００円以下 ９，３００円 

Ｄ５ ９６，００１円以上１８９，０００円以下 １４，５００円 

Ｄ６ １８９，００１円以上２７７，０００円以下 ２０，６００円 

Ｄ７ ２７７，００１円以上３４８，０００円以下 ２７，１００円 

Ｄ８ ３４８，００１円以上４６５，０００円以下 ３４，３００円 

Ｄ９ ４６５，００１円以上５９４，０００円以下 ４２，５００円 

Ｄ１０ ５９４，００１円以上７１６，０００円以下 ５１，４００円 

Ｄ１１ ７１６，００１円以上８６４，０００円以下 ６１，２００円 

Ｄ１２ ８６４，００１円以上１，０５６，０００円以下 ７１，９００円 

Ｄ１３ １，０５６，００１円以上１，２３８，０００円以下 ８３，３００円 

Ｄ１４ １，２３８，００１円以上１，４３９，０００円以下 ９５，６００円 

Ｄ１５ １，４３９，００１円以上 介護給付費等基準額 

備考 

１ この表において「市町村民税」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村

民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。）をいい、「均等割」及び

「所得割」とは、それぞれ同法第２９２条第１項第１号及び第２号に規定する均等割及び所得割（そ

れぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下この表において同じ。）をいう。ただし、

同法第３２３条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割

の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。 

２ 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 

(1) 地方税法第３１４条の７、第３１４条の８、同法附則第５条第３項、附則第５条の４第６項及び

附則第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとする。 

(2) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税

法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下この表において「扶

養親族」という。）及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満

の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。）があるときは、同号に規定する額

（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）

に限る。）に同法第３１４条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものと

する。 

(3) 当該扶養義務者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の

指定都市をいう。以下この表において同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を

指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

 

 別表第４及び別表第５を次のように改める。 
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別表第４（第３２条関係） 
税額等による階層区分 負担基準月額 

Ａ 被保護者等 ０円 

Ｂ Ａ階層に該当する者を除き、当該年度分（４月から６月までの月分の費

用の徴収については、前年度分とする。）の市町村民税が非課税の者 

０円 

Ｃ Ａ階層を除き、当該年度分（４月から６月までの月分の費用の徴収につ

いては、前年度分とする。）の市町村民税の課税世帯であって、その市

町村民税の額が均等割の額のみの世帯（所得割の額のない世帯） 

１，１００円 

Ｄ１ Ａ階層を除き、

当該年度分（４

月から６月まで

の月分の費用の

徴 収 に つ い て

は、前年度分と

する。）の市町

村民税の課税世

帯であって、そ

の市町村民税所

得割の額の区分

が次の区分に該

当するもの 

１円以上１２，０００円以下 １，６００円 

Ｄ２ １２，００１円以上３０，０００円以下 ２，２００円 

Ｄ３ ３０，００１円以上６０，０００円以下 ３，３００円 

Ｄ４ ６０，００１円以上９６，０００円以下 ４，６００円 

Ｄ５ ９６，００１円以上１８９，０００円以下 ７，２００円 

Ｄ６ １８９，００１円以上２７７，０００円以下 １０，３００円 

Ｄ７ ２７７，００１円以上３４８，０００円以下 １３，５００円 

Ｄ８ ３４８，００１円以上４６５，０００円以下 １７，１００円 

Ｄ９ ４６５，００１円以上５９４，０００円以下 ２１，２００円 

Ｄ１０ ５９４，００１円以上７１６，０００円以下 ２５，７００円 

Ｄ１１ ７１６，００１円以上８６４，０００円以下 ３０，６００円 

Ｄ１２ ８６４，００１円以上１，０５６，０００円以下 ３５，９００円 

Ｄ１３ １，０５６，００１円以上１，２３８，０００円以下 ４１，６００円 

Ｄ１４ １，２３８，００１円以上１，４３９，０００円以下 ４７，８００円 

Ｄ１５ １，４３９，００１円以上 介護給付費等基準額

及び療養介護医療費

基準額 

備考 

１ この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区

民税を含む。以下この表において同じ。）をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第

２９２条第１項第１号及び第２号に規定する均等割及び所得割（それぞれ同法の規定による特別区民

税に係るものを含む。以下この表において同じ。）をいう。ただし、同法第３２３条の規定により市

町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得

割の額又は均等割の額とする。 

２ 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 

(1) 地方税法第３１４条の７、第３１４条の８、同法附則第５条第３項、附則第５条の４第６項及び

附則第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとする。 

(2) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税

法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下この表において「扶

養親族」という。）及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満

の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。）があるときは、同号に規定する額

（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）

に限る。）に同法第３１４条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものと

する。 

(3) 当該扶養義務者が指定都市（地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下この表

において同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域

内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 
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別表第５（第３２条関係） 

税額等による階層区分 上限月額 負担基準額 

居宅介護、

同行援護又

は行動援護

３０分当た

り 

重度訪問介

護３０分当

たり 

短期入所１

日当たり 

グループホ

ーム又はケ

アホーム１

月当たり 

Ａ 被保護者等 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 

Ｂ Ａ階層に該当する者を除

き、当該年度分（４月か

ら６月までの月分の費用

の徴収については、前年

度分とする。）の市町村

民税が非課税の者 

０円 ０円 ０円 ０円 ０円 

Ｃ Ａ階層を除き、当該年度

分（４月から６月までの

月分の費用の徴収につい

て は 、 前 年 度 分 と す

る。）の市町村民税の課

税世帯であって、その市

町村民税の額が均等割の

額のみの世帯（所得割の

額のない世帯） 

１，１００

円 

５０円 ５０円 １００円 １，１００

円 

Ｄ１ Ａ階層を除

き、当該年

度分（４月

から６月ま

での月分の

費用の徴収

に つ い て

は、前年度

分 と す

る。）の市

町村民税の

課税世帯で

あって、そ

の市町村民

税所得割の

額の区分が

次の区分に

該当するも

の 

１円以上１

２，０００

円以下 

１，６００

円 

１００円 １００円 ２００円 １，６００

円 

Ｄ２ １２，００

１円以上３

０，０００

円以下 

２，２００

円 

１５０円 １５０円 ３００円 ２，２００

円 

Ｄ３ ３０，００

１円以上６

０，０００

円以下 

３，３００

円 

２００円 ２００円 ４００円 ３，３００

円 

Ｄ４  ６０，００

１円以上９

６，０００

円以下 

４，６００

円 

２５０円 ２５０円 ６００円 ４，６００

円 

Ｄ５  ９６，００

１円以上１

８９，００

０円以下 

７，２００

円 

３００円 ３００円 １，０００

円 

７，２００

円 

Ｄ６  １８９，０

０１円以上

２７７，０ 

１０，３０

０円 

４００円 ４００円 １，４００

円 

１０，３０

０円 
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  ００円以下      

Ｄ７ ２７７，０

０１円以上

３４８，０

００円以下 

１３，５０

０円 

５００円 ５００円 １，８００

円 

１３，５０

０円 

Ｄ８ ３４８，０

０１円以上

４６５，０

００円以下 

１７，１０

０円 

６００円 ６００円 ２，３００

円 

１７，１０

０円 

Ｄ９ ４６５，０

０１円以上

５９４，０

００円以下 

２１，２０

０円 

８００円 ８００円 ２，８００

円 

２１，２０

０円 

Ｄ１０ ５９４，０

０１円以上

７１６，０

００円以下 

２５，７０

０円 

１，０００

円 

１，０００

円 

３，４００

円 

２５，７０

０円 

Ｄ１１ ７１６，０

０１円以上

８６４，０

００円以下 

３０，６０

０円 

１，２００

円 

１，２００

円 

４，１００

円 

３０，６０

０円 

Ｄ１２ ８６４，０

０１円以上

１ ， ０ ５

６，０００

円以下 

３５，９０

０円 

１，４００

円 

１，４００

円 

４，８００

円 

３５，９０

０円 

Ｄ１３ １ ， ０ ５

６，００１

円以上１，

２３８，０

００円以下 

４１，６０

０円 

１，６００

円 

１，６００

円 

５，５００

円 

４１，６０

０円 

Ｄ１４ １ ， ２ ３

８，００１

円以上１，

４３９，０

００円以下 

４７，８０

０円 

１，９００

円 

１，９００

円 

６，４００

円 

４７，８０

０円 

Ｄ１５ １ ， ４ ３

９，００１

円以上 

介護給付費

等基準額 

介護給付費

等基準額 

介護給付費

等基準額 

介護給付費

等基準額 

介護給付費

等基準額 

 

備考 

１ 行動援護について、１日の所要時間が７時間３０分以上の場合における当該日分の負担すべき額は、

税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額に１６を乗じて得た額とする。 

２ 納入義務者の１月当たりの負担上限額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額

とする。 

３ この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区

民税を含む。以下この表において同じ。）をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第

２９２条第１項第１号及び第２号に規定する均等割及び所得割（それぞれ同法の規定による特別区民

税に係るものを含む。以下この表において同じ。）をいう。ただし、同法第３２３条の規定により市

町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得

割の額又は均等割の額とする。 

４ 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 

(1) 地方税法第３１４条の７、第３１４条の８、同法附則第５条第３項、附則第５条の４第６項及び

附則第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとする。 
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(2) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税

法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下この表において「扶

養親族」という。）及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満

の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。）があるときは、同号に規定する額

（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）

に限る。）に同法第３１４条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものと

する。 

(3) 当該扶養義務者が指定都市（地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下この表

において同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域

内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区食品衛生法施行細則の一部を改正する規

則を公布する。 

  令和４年７月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６５号 

   江東区食品衛生法施行細則の一部を改正す

る規則 

 江東区食品衛生法施行細則（昭和５０年３月江

東区規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

 別記第８号様式を次のように改める。 
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別記第８号様式（第８条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正

前の江東区食品衛生法施行細則の別記第８号

様式による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区都市計画法に規定する開発行為等の規

制に係る施行細則の一部を改正する規則を公布

する。 

  令和４年７月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６６号 

   江東区都市計画法に規定する開発行為等

の規制に係る施行細則の一部を改正する

規則 

 江東区都市計画法に規定する開発行為等の規

制に係る施行細則（平成１２年３月江東区規則

第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式中 

「 氏名         印 」 

を 

「 氏名           」 

に改め、備考３を削り、備考４を備考３とし、

備考５を備考４とし、備考６を備考５とし、備

考７を備考６とする。 

 別記第２号様式中「印」を削る。 

 別記第５号様式及び別記第６号様式中 

「 氏名         印 」 

を 

「 氏名           」 

に改める。 

 別記第１１号様式及び別記第１２号様式中

「印」を削る。 

 別記第１４号様式中 

「 住所 

承認申請者 

氏名         印 」 

を 

「 承認申請者住所 

氏名           」 

に改め、同様式備考４中「及び」を削る。 

 別記第１６号様式中 

「 氏名         印 」 

を 

「 氏名           」 

に改め、同様式備考３中「及び」を削る。 

 別記第２１号様式を次のように改める。 
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別記第２１号様式（第１４条関係） 

 
 

別記第２３号様式中「印」を削る。 

 別記第２４号様式中 

「 氏名         印 」 

を 

「 氏名           」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正

前の江東区都市計画法に規定する開発行為等

の規制に係る施行細則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 
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訓 令 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会訓令甲第１号 

教育委員会事務局    

区 立 幼 稚 園    

江東区立幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

（平成１２年３月江東区教育委員会訓令甲第３

号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年７月２２日 

江東区教育委員会  

 第４条各号列記以外の部分中「及び」を「又

は」に、「別記様式」を「江東区勤怠管理シス

テム（職員の勤務状況等の管理に関する事務の

処理を電子計算組織によって処理する情報処理

システムをいう。）に必要事項を記録するこ

と」に改め、同条各号列記以外の部分に次のた

だし書きを加える。 

  ただし、江東区勤怠管理システムにより難

い場合は、通勤届（別記様式）により届け出

なければならない。 

 第４条第１号を削り、同条第２号中「住居」

の次に「、勤務する幼稚園」を加え、「通勤経

路」を「通勤の経路」に、「通勤方法」を「通

勤の方法」に改め、同号を同条第１号とし、同

条第３号を同条第２号とする。 

 第５条に次のただし書きを加える。 

  ただし、前条の規定による届出が、複数の

通勤の経路又は方法であった場合は、通勤手

当の額が最も低廉となる通勤の経路及び方法

により決定し、又は改定するものとする。 

第５条を同条第２項とし、同条に第１項とし

て次の１項を加える。 

  所属長は、職員の通勤の実情を確認しなけ

ればならない。 

 第６条中「教育委員会」を「所属長及び教育

委員会」に改める。 

 第７条第１項中「、それぞれ」を「それぞ

れ」に、「、その要件を欠く」を「その要件を

欠く」に改め、同条第２項中「、これに係る」

を「これに係る」に改める。 

 第８条第１項中「第７条」を「前条」に改め

る。 

 第９条第２項中「１箇月」を「１か月」に改

める。 

 第１０条第１項中「１箇月」を「１か月」に

改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定により算出された支給額が返

納額を超える場合は、通勤手当の返納及び支

給は行わないものとする。 

 別記様式を次のように改める。 
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別記様式（第４条関係） 
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   附 則 

 この規程は、令和４年８月１日から施行する。 

                    

◎江東区教育委員会訓令甲第２号 

教育委員会事務局    

図 書 館    

江東区立図書館処務規程（平成３年９月江東

区教育委員会訓令甲第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和４年７月２２日 

江東区教育委員会  

 第４条中第１２号を削り、第１３号を第１２

号とし、第１４号を第１３号とする。 

 

告 示 

 

◎江東区告示第２３９号 

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

６条の４第１項の規定に基づき、下記のとおり

令和４年度地籍調査事業を実施するので、同法

第７条の規定により告示する。 

令和４年７月６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 事業計画が定められた年月日 

令和４年４月１日（４都市政土第１６５

号） 

２ 調査を実施する者の名称 

  江東区 

３ 調査地域 

  江東区潮見二丁目及び枝川二丁目の各地内 

４ 調査期間 

令和４年７月１１日から令和５年３月３１

日まで 

                    

◎江東区告示第２４０号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の

整備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条

例第２８号）第１５条第２項及び第２３条第２

項の規定により保管した自転車で利用者等の確

認ができないものについて、別紙のとおり告示

する。 

なお、この告示のときから１か月を経過して

も当該自転車を返還することができない場合は、

同条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規

定により、当該自転車を処分する。 

令和４年７月７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２４１号 

特定商業施設新設届出書の縦覧について 

江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保

全に関する指導要綱（平成１２年６月２９日江

地商発第６６号）第６条の規定に基づき、下記

のとおり特定商業施設新設届出書を縦覧に供す

る。 

令和４年７月 7 日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

特定商業施設新設届出書 令和４年６月３０日 



令和 4年 8月 15日（月曜日）     江 東 区 公 報            （第 894号） 

 

 

 

15 

の届出年月日  

特定商業施設新設届出書

の縦覧場所 

東京都江東区東陽四

丁目１１番２８号 

江東区地域振興部経

済課（庁舎４階） 

特定商業施設新設届出書

の縦覧期間 

令和４年７月８日か

ら 

令和４年９月８日ま

で 

特定商

業施設

新設届

出の概

要 

特定商業施設の

名称及び所在地 

（仮称）オリンピッ

ク森下店 

江東区新大橋一丁

目３番１１号 

設置者の氏名又

は名称及び住所 

積水ハウス株式会社 

開発事業部 執行

役員 開発事業部

長 

田森 直紀 

東京都渋谷区

代々木二丁目

１番１号 

特定商業施設に

おいて営業を営

む者の氏名又は

名称及び住所 

株式会社Ｏｌｙｍｐ

ｉｃグループ 

代表取締役 

大下内 徹 

東京都国分寺

市本町四丁目

１２番１号 

特定商業施設を

新設する日 

令和５年６月１日 

                    

◎江東区告示第２４７号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年７月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２４９号 

開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条の規定に基づき許可した下記の開発行為に関

する工事は完了した。 

令和４年７月２６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    
１ 開発区域

又は工区に

含まれる地

域の名称あ 

江東区北砂三丁目４２０番１

０、４２０番１８、４２０番１

９の一部 

２ 許可を受

けた者の住

所・氏名あ 

千代田区霞が関一丁目４番１号 

中央日本土地建物株式会社  

代表取締役 平松 哲郎 

                    

◎江東区告示第２５０号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和４年７月２６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設等

の種類 

江東区亀戸

子ども家庭

支援センタ

ー 

江東区

亀戸６

‐３１

‐２６ 

令和４年４月

１１日 

一時預

かり事

業 

江東区住吉

子ども家庭

支援センタ

ー 

江東区

住吉１

‐９‐

８ 

令和４年５月

２３日 

一時預

かり事

業 

                    

◎江東区告示第２５１号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更（一部取消し）をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和４年７月２７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 指定に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 指定の年月日 

令和４年７月２７日 

３ 指定に係る道路の位置 

江東区南砂四丁目３５番３の一部、３５番４

の一部 

４ 指定に係る道路の延長及び幅員 

変更（一部取消し） 延長１．９４ｍ 幅員
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４．００ｍ 

                    

◎江東区告示第２５２号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年７月２９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

０８７２４００５０２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスうらら 

茨城県守谷市高野２０１３‐１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社シェルパ 

茨城県守谷市高野１６６５ 

代表取締役 倉持 稔 

４ 廃止年月日 

令和４年 7月２８日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２５４号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年８月３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３９２０００７５６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ファミリーケア 関町さくら物語 

東京都練馬区関町南二丁目６番２２号シャ

ルマンコーポ壱番館１１０ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社さくらサポート 

東京都練馬区関町南二丁目６番２２号シャ

ルマンコーポ壱番館１１０ 

代表取締役 河田 欣弥 

４ 廃止年月日 

平成２９年１月１８日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２５６号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年８月４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１２号 

 下記により、令和４年第７回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和４年７月１９日 

 江東区教育委員会           

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和４年７月２２日（金）  

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センタ

ー内） 

３ 議題 

  日程第１ 議案第２３号 江東区立幼稚園教

育職員の通勤手当

支給規程の一部改

正 

  日程第２ 議案第２４号 江東区立図書館処

務規程の一部改正 

                    

◎江東区教育委員会告示第１３号 

 江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第１０条第１項の規定に基づき、

下記について江東区指定文化財に指定する。 

  令和４年８月１日 

 江東区教育委員会    

記 

新規指定 

１ 江東区指定有形文化財（歴史資料） 

(1) 園女歌仙桜碑 

江東区富岡１‐１６江東区立深川公園 

昭和５６年４月１０日登録 

(2) 園女歌仙桜之碑 昭和６年在銘 

江東区富岡１‐１６江東区立深川公園 

平成１０年３月３０日登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第２１号 

令和４年６月２２日付江東区選挙管理委員会告

示第１２号の一部を次のように改める。 

令和４年７月６日 

         江東区選挙管理委員会 

〔以下省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２２号 

令和４年６月２２日付江東区選挙管理委員会告

示第１２号の一部を次のように改める。 

令和４年７月９日 

         江東区選挙管理委員会 

〔以下省略〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３２第２項の規定により、包括外部監査人

の監査の事務を補助する者について下記のとおり

告示する。 

令和４年７月２８日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       藏 田 朝 彦    

同       中 嶋 雅 樹    

同       白 岩 忠 夫    

記 

１ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者の

氏名及び住所 

生越 慎平 東京都江東区有明一丁目４番２

０‐８１７号 

小泉 妙美 東京都江東区東砂七丁目５番２

２‐９０４号 

寺澤 智行 東京都江東区豊洲五丁目６番２

９‐６３３号 

幡田 宏樹 東京都江東区東雲一丁目９番５

０‐２９０９号 

濱﨑 俊幸 東京都江東区亀戸五丁目１７番

１１‐７０１号 

向山 光浩 東京都江東区東雲一丁目９番４

２‐１９０９号 

２ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者が

当該事務を補助できる期間 

令和４年８月１日から令和５年３月３１日ま 

 で 


